
【青森県 地域産業課】 

 

「中小企業者等ＬＰガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」についてお知らせします。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/ 

 

エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図る

ため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「ＬＰガス」や「特

別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、その使用量に応じて支援金を給付します。 

 

●申請受付期間 

令和５年１０月２日（月）～令和５年１１月３０日（木）（郵送の場合は当日消印有効） 

※土日祝日を除く、平日の９時から１７時まで（むつ商工会議所は１６時まで） 

 

●給付対象者 

・中小企業者（会社及び個人事業主） 

・中小企業者に該当しない団体であって法人格を有する者（中小企業以外の法人）【※１】 

※１…特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法

人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。 

  

なお、他の補助金を受給された方など支給対象外となる要件がありますので、上記のホーム

ページで確認をしてください。 

 

 ●給付額 

以下の「（１）ＬＰガス分」の額と「（２）特別高圧電気分」の額の合計額です。 

（１）ＬＰガス分 

令和５年１月分から令和５年９月分までの「ＬＰガス」の県内事業所における使用量に、以下

の支援単価を乗じた額 

・ＬＰガスの支援単価 

１立方メートル（㎥）当たり６２円（１月分から８月分） 

１立方メートル（㎥）当たり３１円（９月分） 

 

（２）特別高圧電気分 

令和５年１月分から令和５年９月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、

以下の支援単価を乗じた額（ただし１ヶ月当たりの上限額５０万円（９月分は上限額２５万円）） 

・特別高圧電気の支援単価 

１キロワットアワー（kWh）当たり２．５円（１月分から８月分） 

１キロワットアワー（kWh）当たり１．２５円（９月分）  

 



●実施要領 

上記ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 

   

●申請方法等 

主たる事業所の所在地を所管する商工会、商工会議所又は青森県商工会連合会に持参又は郵

送で提出してください。 

 様式は、上記ホームページからのダウンロードのほか、9 月頃から県庁正面玄関受付、お近

くの県の合同庁舎の窓口、県内各商工会議所及び商工会でも入手することができます。 

 

 ●専用電話相談窓口 

・開設日 ６月２８日（水）～１２月２５日（月）までの平日 

・開設時間 ９：００～１７：００ 

・電話番号 ０１２０－６６－０２１７（通話料無料） 

 


